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留学生を支援する大学の機関
Handbook
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留学生のための日本語コース

文化活動

国 際 教 育 セ ン タ ー

Center for International Education（CIE）



留学生を支援する大学の機関

国 際 教 育 セ ン タ ー

Center for International Education（CIE）

Handbook

P3

日本語授業の受講者は、必ず１階の掲示板をチェック

地域交流イベントの案内もあります



留学生を支援する大学の機関

国 際 教 育 セ ン タ ー
Center for International Education（CIE）
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留学生を支援する大学の機関

日本語支援室

Handbook

P3

日本語学習に必要な教材、パソコン、プリンター

があります。

日本語支援室にはチューターがいますので、

レポート作成のサポートを受けることができます。



留学生を支援する大学の機関

日 本 語 支 援 室
（国際教育センター２階 ）
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留学生を支援する大学の機関

留 学 生 課

Handbook
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日本語の受講手続きに関すること

留学生寮や住まいに関すること

短期留学プログラム（J-PAC）に関すること

留学生向けの奨学金に関すること



留学生を支援する大学の機関

留 学 生 課
（総合学生支援センター２階）

Handbook
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留学生を支援する大学の機関
Handbook

P4

学生支援課

入学料、授業料の免除・猶予の申請に関すること

サークル活動に関すること

学生相談・ハラスメント相談



留学生を支援する大学の機関
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就職支援課

卒業後の就職についての情報提供



留学生を支援する大学の機関

学 生 支 援 課

就 職 支 援 課
（ 学 生 支 援 プ ラ ザ ）

Handbook
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あなたの「学生カテゴリー」は？！

①在留資格による呼び名

Handbook

P5

外国人留学生 在留資格「留学」

外国人学生 在留資格「留学以外」

（外国人留学生対象の奨学金は応募できない。）



あなたの「学生カテゴリー」は？！

②学籍による呼び名

Handbook

P5

正規生：学部生、大学院生（修士・博士）

非正規生：研究生、専攻生、特別聴講学生、

科目等履修生、特別研究学生、

日本語予備教育生



あなたの「学生カテゴリー」は？！

②学籍による呼び名

Handbook

P5

正規生：学部生、大学院生（修士・博士）

非正規生：研究生、専攻生、特別聴講学生、

科目等履修生、特別研究学生、

日本語予備教育生

私は文学部の

研究生です。

私は工学部の

特別聴講学生です。

窓口で質問するときは、

所属学部・大学院

学籍

を名乗りましょう。
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在留に関する手続き
Handbook
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外国人留学生：在留資格「留学」です。

「留学」以外の在留資格の方は、留学生寮や

留学生対象の奨学金に申請することができません。

１．在留資格



在留に関する手続き
Handbook
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3カ月を超えて日本に滞在する外国人に交付

空港での入国審査時に交付

２．在留カード



在留に関する手続き
Handbook

P6

3カ月を超えて日本に滞在する外国人に交付

空港での入国審査時に交付

２．在留カード

常に携帯する

義務がある



在留に関する手続き
Handbook

P6,7

入国時に定められた在留期間を越えて在籍する場合、

在留期間の更新手続きが必要。

在留期限の3カ月前から申請可能。

３．在留期間



在留に関する手続き
Handbook

P7

「休学」は、勉学、研究活動を中断することです。

在留資格「留学」の者が休学する場合、

帰国しなければなりません。

４．在留資格「留学」と休学



在留に関する手続き
Handbook
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「休学」は、勉学、研究活動を中断することです。

在留資格「留学」の者が休学する場合、

帰国しなければなりません。

４．在留資格「留学」と休学

早めに、

指導教員や所属学部・大学院の

事務室に相談。



在留に関する手続き
Handbook

P7,8

旅行や学会への参加など一時的に日本から出国し、

１年以内に戻ってくる場合

「みなし再入国許可」の手続きをしてください。

４－２．日本から一時的に出国する場合



在留に関する手続き
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「再入国出国記録」カード



在留に関する手続き
Handbook

P7,8

「再入国出国記録」カード



在留に関する手続き
Handbook
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在留資格「留学」は、

学校に在学している時だけ有効。

５．卒業・修了後の在留資格

卒業後も引き続き

日本に滞在したい。
在留資格の

変更が必要



在留に関する手続き
Handbook

P8-9

在留資格「留学」の者がアルバイト（労働）を

する場合、

「資格外活動許可」が必要。

６．資格外活動許可 （アルバイトなど）



在留に関する手続き
Handbook

P8-9

在留資格「留学」の者がアルバイト（労働）を

する場合、

「資格外活動許可」が必要。

６．資格外活動許可 （アルバイトなど）

千葉大学で行うTA・RA等の、

教育・研究を補助する業務の場合は不要



在留に関する手続き
Handbook

P8-9

働くことができる時間は、

１週間に28時間以内。

ただし、長期休業期間は、

1週間に40時間以内（１日8時間以内）

６．資格外活動許可 （アルバイトなど）



在留に関する手続き
Handbook

P8-9

働くことができる時間は、

１週間に28時間以内。

ただし、長期休業期間は、

1週間に40時間以内（１日8時間以内）

６．資格外活動許可 （アルバイトなど）

長期休業期間 夏休み、春休みなど、

所属する学部・研究科の授業カレンダーで確認



在留に関する手続き
Handbook

P9

「資格外活動許可」は、

新規入国時に空港で申請することが可能。

（在留期間が「３月」の方は対象外）

入国時に空港で申請しなかった場合、

居住地を管轄する出入国在留管理局で

申請することが可能。

６－２．資格外活動許可 の申請

申請書、提出書類はISDホームページに掲載



在留に関する手続き
Handbook
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６－３．アルバイトについての注意事項

休学中のアルバイトは禁止

卒業してから帰国までの間のアルバイトは禁止

風俗関連業でのアルバイトは禁止



在留に関する手続き
Handbook

P9

６－３．アルバイトについての注意事項

犯罪に巻き込まれないように注意

自分が注文していない商品を、
誰かの代理で受け取る。

他人の銀行口座から現金を引き出す。

犯 罪

契約内容をよく確認して、

トラブルにならないように気を付けましょう。



在留に関する手続き
Handbook

P11

８．出入国在留管理局に届ける必要があること

（１）氏名や国籍などの変更



在留に関する手続き
Handbook

P11

８．出入国在留管理局に届ける必要があること

（１）氏名や国籍などの変更

（２）在留カードの再交付



在留に関する手続き
Handbook

P11

８．出入国在留管理局に届ける必要があること

（１）氏名や国籍などの変更

（２）在留カードの再交付

（３）卒業した時、他の大学にうつるときなど



在留に関する手続き
Handbook

P11

８．出入国在留管理局に届ける必要があること

（１）氏名や国籍などの変更

（２）在留カードの再交付

（３）卒業した時、他の大学にうつるときなど
卒業後、すぐに帰国する場合は、
空港で在留カードを返納すれば大丈夫



在留に関する手続き
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８．出入国在留管理局に届ける必要があること

（１）氏名や国籍などの変更

（２）在留カードの再交付

（３）卒業した時、他の大学にうつるときなど
卒業後、すぐに帰国する場合は、
空港で在留カードを返納すれば大丈夫

いずれも、１４日以内 に届出が必要



住まいに関すること

Handbook
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住まいに関すること
Handbook

P14

１．住民登録

在留カードを交付された外国人は、
市区町村に「住民登録」をすることが必要。

日本に入国してから１４日以内に、

住居地がある市役所・区役所へ住民異動届を提出。



住まいに関すること
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１．住民登録

在留カードを交付された外国人は、
市区町村に「住民登録」をすることが必要。

日本に入国してから１４日以内に、

住居地がある市役所・区役所へ住民異動届を提出。

引っ越しをして住所が変更になる場合も、
14日以内に提出が必要。



住まいに関すること
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１．住民登録（マイナンバー）

マイナンバー：
日本に住民登録をした者が１人１つ保有する番号。
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１．住民登録（マイナンバー）

マイナンバー：
日本に住民登録をした者が１人１つ保有する番号。

住民登録後、自宅に「マイナンバー通知カード」が
郵送される。



住まいに関すること
Handbook
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住まいに関すること
Handbook

P14,15

２．引っ越し・退去をするとき

（１）役所へ「住民異動届」を提出
引っ越し先が日本国内の場合、
「転出証明書」をもらう。



住まいに関すること
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P14,15

２．引っ越し・退去をするとき

（１）役所へ「住民異動届」を提出
引っ越し先が日本国内の場合、
「転出証明書」をもらう。

（２）大学への届け出
引っ越しをしたら、新しい住所を
所属学部・大学院の事務室に知らせてください



住まいに関すること
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P14,15

２．引っ越し・退去をするとき

（１）役所へ「住民異動届」を提出
引っ越し先が日本国内の場合、
「転出証明書」をもらう。

（２）大学への届け出
引っ越しをしたら、新しい住所を
所属学部・大学院の事務室に知らせてください

（３）生活に関する届け出
電気・ガス・水道・郵便局など



住まいに関すること
Handbook

P15

２．入居する時の注意

①管理人（大家さん）や隣人にあいさつをする。



住まいに関すること
Handbook

P15,16

２．入居する時の注意

①管理人（大家さん）や隣人にあいさつをする。

②「ごみ出しのルール」を確認する。



住まいに関すること
Handbook

P16

ごみの出し方ガイドブック（千葉市ホームページ）
https://www.city.chiba.jp/kankyo/junkan/shushugyomu/h25gomidasiguidebookhakkou.html



住まいに関すること
Handbook

P16

ごみの出し方ガイドブック（千葉市ホームページ）
https://www.city.chiba.jp/kankyo/junkan/shushugyomu/gaikokugogomidasiitiran.html

英語版、中国版、

韓国語版、

スペイン語版



住まいに関すること
Handbook

P16

２．退去する時の注意

①退去する時は、早めに管理人に伝える。



住まいに関すること
Handbook

P16

２．退去する時の注意

①退去する時は、早めに管理人に伝える。

②部屋をキレイにする。



住まいに関すること
Handbook

P16

ごみの出し方ガイドブック（千葉市ホームページ）
https://www.city.chiba.jp/kankyo/junkan/shushugyomu/documents/p23-p24.pdf
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２．退去する時の注意

①退去する時は、早めに管理人に伝える。

②部屋をキレイにする。

③電気やガス、水道などの支払いを済ませる。



住まいに関すること
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５．大学が紹介する宿舎（「UR都市機構」の賃貸住宅）

・千葉市中央区「幸町団地」と
千葉市美浜区「高洲第一団地」の一部に、
留学生が住むことができます。

・契約期間は原則として、2年間。

・２ＤＫの部屋で、1か月45,000円。



住まいに関すること
Handbook

P17

５．大学が紹介する宿舎（「UR都市機構」の賃貸住宅）

・千葉市中央区「幸町団地」と
千葉市美浜区「高洲第一団地」の一部に、
留学生が住むことができます。

・契約期間は原則として、2年間。

・２ＤＫの部屋で、1か月45,000円。

留学生課のホームページ・掲示板でお知らせします。



住まいに関すること
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６．民間のアパートなど

・インターネットで調べる。

・不動産会社に相談する。



住まいに関すること
Handbook

P18

６．民間のアパートなど

アパート契約には、次のお金が必要



住まいに関すること
Handbook

P18

６．民間のアパートなど

アパート契約には、次のお金が必要

礼 金：管理者へ支払う謝礼（家賃の１～２カ月分）



住まいに関すること
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P18

６．民間のアパートなど

アパート契約には、次のお金が必要

礼 金：管理者へ支払う謝礼（家賃の１～２カ月分）

敷 金：退去時の修繕費（家賃の１～２カ月分）



住まいに関すること
Handbook

P18

６．民間のアパートなど

アパート契約には、次のお金が必要

礼 金：管理者へ支払う謝礼（家賃の１～２カ月分）

敷 金：退去時の修繕費（家賃の１～２カ月分）

仲介料：手数料（家賃の１カ月分）



住まいに関すること
Handbook

P19

６．機関保証（きかんほしょう）制度

アパート契約をする場合、
「連帯保証人（れんたいほしょうにん）」が必要。

連帯保証人を見つける事が難しい場合、
千葉大学が連帯保証人になる「機関保証制度」の
利用が可能。

ISDの窓口で申込可能。



保険について

Handbook

P20～



保険について
Handbook

P20

１．国民健康保険(こくみんけんこうほけん) 

国民健康保険制度（国保；こくほ）：

医療費の負担を軽くするための制度

在留カードが交付された外国人も加入が必要

加入者は、原則、

本来の医療費の30％だけ支払えばよい



保険について
Handbook

P20

１－２．保険料の軽減

保険料は前年の収入（所得）によって金額が決定。

留学生の場合、軽減されることが多い。

軽減を受けるためには、毎年1月から3月の間に
「国民健康保険用所得申告書」を役所へ提出する必要
がある。



保険について
Handbook

P20



保険について
Handbook

P20,21

１－３．加入方法

役所に「住民異動届」を提出するとき、
保険の加入の手続きも同時に行う。

加入後、数週間で保険料の納付書が届くので、
必ず支払う。

加入すると保険証（カード）が渡されるので、
病院に行くときは必ず持っていく。



保険について
Handbook

P21

１－５．アルバイト中にケガをした場合

アルバイト中の負傷(ケガ)は、
労働災害（労災：ろうさい）となり、
治療費の全額を国が負担。

「労災指定病院」であることを確認して、
必ず労災であることを伝える。

指定されていない病院で診療を受けた場合も、
「このケガは労災です」と伝えください。
（この場合、文書作成に手数料が必要）



保険について
Handbook

P22

２．国民年金

日本国内に居住している20歳以上の方は、
国民年金への加入が必要。

２－１．加入方法

20歳になる前に日本へ入国した人：
日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が届く。

20歳になった後に日本へ入国した人：
住民登録手続きをした後に、役所や最寄りの年金事務所で
加入手続きをする。



保険について
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P22

２－２．保険料の支払いが困難なとき

正規生

「学生納付特例制度」を利用

非正規生

「保険料免除制度」「保険料納付猶予制度」を利用



保険について
Handbook

P23

２－３．卒業後の手続きについて

（１）帰国するとき
役所に転出届を提出すれば良い。

（２）就職するとき
日本で就職して厚生年金保険等に加入する場合、
手続きは会社を通して行う。



保険について
Handbook

P23

日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/index.html



保険について
Handbook

P24

3．学研災（がっけんさい）

インバウンド付帯学総（いんばうんどふたいがくそう）

（学研災）
授業・研究活動中、学校行事やクラブ活動中、通学中
・事故にあってケガをした

（インバウンド付帯学総）
日常生活におけるケガ、病気、他人への賠償事故
・入院し、保護者が駆け付けた

上記の損害を補償する保険。

研究生、交換留学生などの非正規生も加入が必須



病院について

Handbook

P25～



病院について
Handbook

P25

１．緊急(きんきゅう)のとき

緊急性の高い症状と判断したら、

すぐに「１１９」番に通報



病院について
Handbook

P25

２．大学内のクリニック

西千葉、亥鼻、松戸の３キャンパスには
クリニックがあります。

正式名称：総合安全衛生管理機構 学生保健部

応急処置、簡単な薬の処方、病院の紹介



病院について

大学内のクリニック

（西千葉キャンパス）

Handbook

P25



病院について
Handbook

P26

２ー２．定期健康診断

全員、年１回の健康診断の受診が必要。

所属学部・大学院の指示に従って、必ず受診
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P26

２ー２．定期健康診断

全員、年１回の健康診断の受診が必要。

外国人留学生健康診断（１１月実施）も受診が必要。

所属学部・大学院の指示に従って、必ず受診
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２ー３．心の悩みがある時（メンタルヘルス相談）

クリニックには、カウンセラーがいて相談できる。
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２ー３．心の悩みがある時（メンタルヘルス相談）

クリニックには、カウンセラーがいて相談できる。

相談内容や個人の秘密は厳守
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３．民間の病院

緊急でない場合、
まずは大学のクリニックに相談。
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３．民間の病院

まずは小さな病院（診療所：クリニック）を受診
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３．民間の病院

まずは小さな病院（診療所：クリニック）を受診

大きな病院の受診には、紹介状が必要な場合がある。

紹介状がないと、医療費のほかに、

「選定療養費」（5,000円～）が請求される
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３．民間の病院

まずは小さな病院（診療所：クリニック）を受診

大きな病院の受診には、紹介状が必要な場合がある。

紹介状がないと、医療費のほかに、

「選定療養費」（5,000円～）が請求される

大学にいる場合は大学のクリニックに相談
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４．夜間や休日に病院に行きたい時

緊急性の高い症状と判断したら、

すぐに「１１９」番に通報

住んでいる市区町村のホームページなどから、
休日や夜間でも診察をしている病院を探す。
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１．ホームページ、掲示板、Eメール

大学からの連絡方法は、
所属やプログラム毎に異なる。

入学した学部・大学院やプログラムの

オリエンテーション、入学時の配布資料

で確認する。
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１．ホームページ、掲示板、Eメール

主な連絡方法

Eメール、掲示板、ポータルシステム

ホームページ
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２．奨学金について

大学推薦が必要な奨学金の応募の流れ
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２．奨学金について

大学推薦が必要な奨学金の応募の流れ

1 

事前登録

私費外国人留学生
奨学金登録
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２．奨学金について

大学推薦が必要な奨学金の応募の流れ

1 

事前登録

私費外国人留学生
奨学金登録

奨学金情報ページ
(http://www.chiba-u.ac.jp/global/sai/#scholarship)
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２．奨学金について

大学推薦が必要な奨学金の応募の流れ

1 2

事前登録

私費外国人留学生
奨学金登録

募集状況の確認
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２．奨学金について

大学推薦が必要な奨学金の応募の流れ

1 2

事前登録

私費外国人留学生
奨学金登録

募集状況の確認

奨学金情報ページ
(http://www.chiba-u.ac.jp/global/sai/#scholarship)
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２．奨学金について

大学推薦が必要な奨学金の応募の流れ

1 2

事前登録

私費外国人留学生
奨学金登録

募集状況の確認

奨学金情報ページ
(http://www.chiba-u.ac.jp/global/sai/#scholarship)
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２．奨学金について

大学推薦が必要な奨学金の応募の流れ

1 2 3

事前登録

私費外国人留学生
奨学金登録

募集状況の確認 申請
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２．奨学金について

大学推薦が必要な奨学金の応募の流れ

1 2 3

事前登録

私費外国人留学生
奨学金登録

募集状況の確認 申請
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２．奨学金について

大学推薦が必要な奨学金の応募の流れ

1 2 3

事前登録

私費外国人留学生
奨学金登録

募集状況の確認 申請
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２．奨学金について

大学推薦が必要な奨学金の応募の流れ

1 2 3

事前登録

私費外国人留学生
奨学金登録

募集状況の確認 申請
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２．奨学金について

大学推薦が必要な奨学金の応募の流れ

1 2 3

4

事前登録

私費外国人留学生
奨学金登録

募集状況の確認 申請

推薦者の選考
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２．奨学金について

大学推薦が必要な奨学金の応募の流れ

1 2 3

4

事前登録

私費外国人留学生
奨学金登録

募集状況の確認 申請

推薦者の選考
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２．奨学金について

大学推薦が必要な奨学金の応募の流れ

1 2 3

4

事前登録

私費外国人留学生
奨学金登録

募集状況の確認 申請

推薦者の選考
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２．奨学金について

大学推薦が必要な奨学金の応募の流れ

1 2 3

4

事前登録

私費外国人留学生
奨学金登録

募集状況の確認 申請

推薦者の選考
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２．奨学金について

大学推薦が必要な奨学金の応募の流れ

1 2 3

4 5

事前登録

私費外国人留学生
奨学金登録

募集状況の確認 申請

推薦者の選考 申請書類の作成
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４－１．自転車を買う時、譲る時

日本で自転車を持つとき
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４－１．自転車を買う時、譲る時

日本で自転車を持つとき 防犯登録が必要

防犯登録ステッカー→



大学での生活
Handbook

P30

４－１．自転車を買う時、譲る時

日本で自転車を持つとき 防犯登録が必要

防犯登録ステッカー→

自転車を譲るとき
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４－１．自転車を買う時、譲る時

日本で自転車を持つとき 防犯登録が必要

防犯登録ステッカー→

自転車を譲るとき 防犯登録の取り消し
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４－２．キャンパス内での自転車の利用

キャンパス内で
自転車を利用する場合

駐輪許可ステッカー
が必要
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４－２．キャンパス内での自転車の利用

（１）西千葉キャンパス
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４－２．キャンパス内での自転車の利用

（１）西千葉キャンパス

生協（すまい・アルバイト紹介センター）で購入
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４－２．キャンパス内での自転車の利用

（１）西千葉キャンパス

生協（すまい・アルバイト紹介カウンター（ライフセン
ター内）で購入
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４－２．キャンパス内での自転車の利用

（１）西千葉キャンパス

生協（すまい・アルバイト紹介カウンター（ライフセン
ター内）で購入
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４－２．キャンパス内での自転車の利用

（１）西千葉キャンパス

注意事項「駐輪特別規制区域」

工学部、融合理工学府（工学系）、工学研究
科、融合科学研究科、環境リモートセンシン

グセンターの学生しか駐輪できない。
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４－２．キャンパス内での自転車の利用

（１）西千葉キャンパス

注意事項「駐輪特別規制区域」
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４－２．キャンパス内での自転車の利用

（１）西千葉キャンパス

注意事項「南門特別駐輪場」

特別ステッカー（2,000円）

が必要

特別ステッカー→
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４－２．キャンパス内での自転車の利用

（１）西千葉キャンパス

注意事項「駐輪特別規制区域」
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４－２．キャンパス内での自転車の利用

（２）亥鼻キャンパス
（３）松戸キャンパス



大学での生活
Handbook

P31,32

４－２．キャンパス内での自転車の利用

（２）亥鼻キャンパス
（３）松戸キャンパス

事務室で申請（無料）
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４－３．自転車の交通ルール

１．自転車は、車道が原則、歩道は例外
２．車道は、左側を通行
３．歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
４．安全ルールを守る

① 飲酒運転は禁止
② 二人乗りは禁止
③ 並進は禁止
④ 夜間はライトを点灯
⑤ 信号を必ず守る
⑥ 交差点での一時停止と安全確認
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５－１．定期券

定期券

同じ区間を何度も乗る人

のための乗車券

JR東日本鉄道各線の場合

「みどりの窓口」で購入



大学での生活
Handbook

P32

５－２．学割証

学割証

JR各線

100キロを超える利用

２割引き

各キャンパスの証明書自動発行機で
「学割証」を発行し、駅窓口で購入。

科目等履修生は
学割を使うこと
ができないので
注意



日常生活

Handbook

P38～
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５．自動車・オートバイの運転

出身国と日本のルールが違う場合が多く危険

どうしても運転する必要がある場合

国際免許証

日本の免許証

を携帯

自動車保険

に加入
飲酒運転禁止
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９．災害について

台風、地震などに備えておくことが重要

２～３日分の水、食料

懐中電灯、電池

を用意

避難場所の確認
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外国人のための防災ガイドポータルページ（千葉市ホームページ）
https://www.city.chiba.jp/somu/shichokoshitsu/kokusai/bousaiguide_portal.html


